


























































（最終報告書）(2)では 18 時 10 分（スクラムから 3.4 時間後）に炉心水位が有効燃料頂部(top
of active fuel: TAF)に到達したとしている。従って、図 8.5 においては、原子炉圧力容器内

の水の体積が約 100 m3 になったところが炉心露出（炉心水位＝TAF）に相当すると考えら

れる。

図 8.4 SRV 流量（スクラム後 4 時間）

図 8.5 原子炉冷却材（液相）体積の変化（スクラム後 4 時間）

なお、JNES による MELCOR コード解析（東電による MAAP コード解析のクロスチェ

ックを目的とするもの）(10)では、TAF 到達時刻を 16 時 50 分（スクラム後約 2 時間）とし、

JNES による RELAP5 コード解析(27)では 17 時 10 分（スクラム後約 2.4 時間）としていて、

東電による解析結果とかなり異なっている。TAF 到達時刻の予測に影響する因子は、崩壊

熱の時間変化及び原子炉圧力容器内の体積分布に関する入力データと、炉心内ボイド率評

価モデルなど少数であって、議論の余地は少ない。従って、設計の詳細を知り得る機関に

おいては、このような相違の原因を知り現実的な評価を行うことは容易なはずであるが、

著者らの知る限りそのような検討結果は報告されていない。

原子炉圧力が SRV によってその設定値付近に維持されている時には、気相漏えいがある
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と、その分だけ SRV の平均流量が減少する（図 8.4）ため、漏えいは冷却材保有量の減少

速度に影響せず、図 8.5 に示されるように炉心露出時刻への影響は小さい。一方、液相の

漏えいは SRV 流量に影響しないため、冷却材保有量の減少速度の正味の増加をもたらし、

炉心露出がやや早くなる。しかし、全体的な挙動は SRV からの蒸気流出によって支配され

る。

国会事故調は、1 号機について、運転員が SRV の作動音を聞いた記憶がないと証言して

いるとして、地震による冷却材漏えいのために原子炉圧力が SRV の作動設定圧以下に維持

されたという可能性を示唆している（本報告書付録 1 の 6））。しかし、ここに示した解析

結果によって、プラントデータから検知できないような規模の漏えいは SRV の作動に小さ

な影響しか与えないことが明らかである54。

JNES は、どの程度の規模の漏えいがあれば SRV の作動が起こらなかったかという問題

を設定し、津波による全電源喪失と同時に漏えい面積 800 mm2 以上の蒸気漏えいが発生す

れば、SRV の作動に至らないとしている。地震によって微小な漏えいが発生し、さらに時

間とともに漏えい量が増大するという可能性はゼロではないが、津波による全電源喪失以

前に検出レベル以下であった漏えいが、全電源喪失とほぼ同時に 800 mm2 以上に増大する

という仮定は過度に人工的であり、蓋然性に乏しい。

なお、例えば、原子力規制委員会の「東京電力福島第一原子力発電所における事故の分

析に係る検討会」（第 5 回）資料 4-3(40)では、上記のような規模の漏えいが生じたと考えら

れない理由として、3 月 11 日 20 時 07 分（スクラム後 5.4 時間）に原子炉建屋に立ち入っ

た運転員がブルドン管圧力計から読み取った原子炉圧力（7.0 MPa[abs]）と解析結果の対比

を挙げているが、これについては解析の不確かさに注意する必要がある。ここでは、上記

のような規模の漏えいを仮定すると、原子炉圧力の低下が早まり、実測値と乖離する旨を

述べているが、原子炉圧力の低下が早まるのは、炉心の露出が早まって蒸気生成速度が低

下することに加え、解析において炉心損傷後に起こるものと仮定している炉内計装管の過

温破損や主蒸気隔離弁ガスケットの過温破損の時期が早まって、これらの破損箇所（それ

ぞれ 140 mm2、1360 mm2 と仮定している）から蒸気漏えいが起こるためであって、さまざ

まな仮定の影響を受けた結果であることに注意する必要がある。炉心損傷開始後の原子炉

圧力は、これら以外にも、溶融炉心の落下挙動等による受け、不確かさが大きい。

以上のことから、初期漏えい量が 2.5 kg/m3 程度であった場合、気相漏えいであれば事象

の進展に大きな影響を及ぼすことはないが、液相漏えいの場合には原子炉水位の低下を早

めることとなり、炉心露出時刻が速くなることが確認された。なお、漏えいがない場合に

は、発生した蒸気が SRV の作動によって消費されることによって、原子炉圧力が SRV の

開設定値付近に維持されるため、国会事故調が示唆するように漏えいによって SRV が不作

動となるためには、蒸気の漏えいのみで発生した蒸気が消費される必要がある。

8.2 1 号機及び他号機における逃がし安全弁の作動状況に関する検討

 前節でも触れたように、国会事故調は、1 号機では、2 号機、3 号機と異なり、運転員が

SRV の作動音を聞いた記憶がないと証言しているとして、地震によって生じた冷却材漏え

いのために原子炉圧力が SRV 作動圧より低く維持された可能性を示唆している。前節での

54 東電の公表資料（文献 47 の添付 1-3）にもこの点についての定性的な議論がある。
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検討によって、このような可能性が極めて低いことは明らかであるが、本節では 1 号機と

他号機における SRV の作動モード及び作動条件等の相違について議論する。

まず、1 号機では、原子炉隔離の直後に IC が自動起動し、以後、運転員が IC を間欠運

転したため、津波到達による全電源喪失によってプラントデータ記録が停止するまで、原

子炉圧力が SRV 開設定値より低く維持された。他方、2 号機、3 号機では、原子炉隔離直

後から SRV が作動し原子炉圧力の制御が行われている。

しかしながら、1 号機においても、津波による全電源喪失（15 時 37 分）の後、IC の機

能が失われたことから、原子炉圧力が上昇し続け、間もなく SRV の自動開に至ったものと

考えられる。制御用直流電源電圧が早期に失われたことから、SRV の逃し弁機能または自

動減圧(ADS)機能が働いた可能性は極めて低く、SRV の安全弁機能が働いたと考えられる。

SRVの安全弁機能によって原子炉冷却材が失われ、原子炉水位が低下したと考えられるが、

原子炉水位、圧力の測定は途絶しているため、この間の記録は存在しない。また、SRV に

関する差動の記録はなく、制御室の表示や作動音に関する運転員の証言もない。

国会事故調は、SRVの作動が確認されていないことを、地震に起因する冷却材漏えいを疑

う理由の一つとして挙げる（p.239）とともに、2号機、3号機ではSRVの作動音が聞こえた

とする証言が得られたのに対し1号機ではそうした音を聞いたものがいないことをその根

拠の一つとしている（pp.242-243）。しかし、1号機における制御室の状況等状況について、

東電は、以下のように述べている(41)。

『当社で行った複数の運転員からの聞き取りにおいては、SRVの作動音に関する証言は当時

の環境等、諸々の要因に左右されており、そのような証言に基づいてSRVが動作していたか

どうかを判断することは非常に難しいと考えている。例としてあげれば、SBO前後では1号
機、2号機ともSRVの作動音を聞いたという証言は得られていないが、2号機については、14
日にRCICが停止した後、複数の運転員がSRVと思われる音を聞いたと証言している。2号機

に関して言えば、発災からSBO直後までSRVが動作していたことが記録から確認されており、

14日のRCIC停止後にSRVの作動音が聞こえたのであれば、SBO前後においても同様の音が

中操まで届いていたはずであるが，それにも関わらず、当社の調査においてはそのような

証言は得られていない。このような例は、発災以降、特にSBO直後の状況確認のため運転員

が奔走していた中操の状況や、相次ぐ余震や暗闇の中で作業を続けていた現場の状況を考

慮すると、意識的に確認しようとしていたのならともかく、SRVの作動音を明確に認識し、

記憶することが現実的に難しかったことを表していると考える。1号機についても、2号機

とSBO直後の状況が同じであり、音を聞いたという証言がないことだけで、SBO後にSRVの

作動音が中操まで届いていなかったと判断することはできないと考える。』

福島第一原子力発電所の各号機で津波によって全電源喪失またはSBOとなった後のSRV
の動作モード及び動作条件は、おそらく前例のない特殊なものであるので、1号機と他号機

の相違も含め、これらを記録しておくことには意味がある。SRV 1台当たりの吹出容量は、

1号機で約260 t/h(42)、2,3号機で約370 t/h(43,44)であり、定格蒸気流量の約10％に相当する(37)。

一方、１～3号機において、津波以後にSRVが作動した時の炉心崩壊熱は、定格出力の1.3％
～0.3％程度であるので、SRV 1台のみが作動したと考えられる。

福島第一原子力発電所1～3号機で使用されている直接作動式のSRVは、図8.6(45)に示すよ

うな構造となっており、外部信号による強制作動の逃がし弁機能（弁本体に取り付けられ
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た空気シリンダ内へ窒素を供給することにより強制的に弁を開放する）、自動減圧系

(automatic depressurization system: ADS)機能55（専用の窒素アキュムレータからの窒素によっ

て強制的に弁を開放する）と、バネ作動による安全弁機能（弁入口圧力がバネ力に打ち勝

つことにより受動的に弁が開放する）を有する。安全弁機能で作動する場合において、弁

入口圧力が設定圧（吹き出し圧）に達すると弁が急開(pop open)し56、吹き止まり圧まで低

下すると再閉止するが、その途中の弁が部分開となった状態で流体力とバネ力が釣り合い

圧力が一定に維持される場合がある(46)。

図 8.6 直接作動式 SRV

1 号機では、IC の機能喪失後、約 1.3％の崩壊熱レベルで、安全弁モードで作動したもの

と考えられる。安全弁モードでの SRV の動作特性は不明であるが、1 号機の場合には SRV
1 台がかなりの時間にわたって部分開で保持された可能性もある。なお、2 号機について、

東電は、RCIC の停止後に仮設バッテリを接続したため逃し弁モードで作動した可能性が

高いとしている(47)が、その間に SRV の強制開に失敗しており、バッテリからの電力供給が

十分であったかは疑問で、安全弁モードで作動した可能性は否定できない。3 号機では、

55 小破断 LOCA 時に、低圧注水系及び炉心スプレー系の運転可能な圧力まで原子炉圧力容器

を強制的に減圧することを目的とする。
56 吹出し圧力が背圧の影響を受けずに一定の値となるよう設計されている（文献 45)。
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直流電源の一部が利用可能であったため、SRV は逃し弁モードで作動しており、安全モー

ドでの作動はなかったと考えられる。一方、5 号機（原子炉停止中であったが原子炉圧力

容器の耐圧漏えい試験のために約 7 MPa に昇圧されていた）では、SRV の逃がしモードが

利用不能な状態にあったため、3 月 12 日 1 時 40 分ごろから SRV が安全弁モードで開閉を

繰り返した(2)。5 号機は原子炉停止から約 70 日経過していて崩壊熱は 0.1%程度と低かった

ため、SRV 作動時の原子炉圧力の応答は 1 号機の場合とはかなり異なると考えられる。し

かしながら、逃がし弁モードのように SRV が全開と全閉を繰り返すわけではないため、圧

力変動が緩やかであることが読み取れる(48)。従って、5 号機における SRV 作動時の状況に

ついて 5 号機運転員等へのヒアリングを行い作動音についての記憶の有無を調べることも

有用かもしれない57。

SRV 作動時には、SRV の排気（蒸気）が圧力抑制プール内で直接接触凝縮し、凝縮の安

定性は、質量流束及びプール水温（未飽和度）に依存する。凝縮を安定化するために SRV
排気管末端に多孔管（クエンチャ）が設置されているが、高温では凝縮が不安定となって

格納容器への水力的動荷重をもたらすことが知られている(49)。

1 号機で SRV が作動したと考えられるのは、全電源喪失の直後から 4 時間程度（スクラ

ム後 1～5 時間、11 日 15 時 50 分～）であり、このときの圧力抑制プール水温は東電の解

析によれば 60℃以下である(2)。

2 号機では、RCIC が停止した後の 14 日 13 時頃～18 時頃（スクラム後約 70～75 時間）、

SRV が繰り返し作動した。このときの圧力抑制プール水温は、東電の解析によれば 130℃
を超えている。なお、その後の東電公表資料（添付 2-6-5）(47)によれば、実測値は 140℃以

上である。また、同資料において東電は、この期間、仮設バッテリが接続されていた SRV
が逃がし弁モードで作動したものと考えられるとしている。

3 号機では、HPCI を手動停止した後の 13 日 3 時頃から 9 時頃の間（スクラム後約 36 時

間～）、原子炉圧力が上昇し、SRV が作動した。東電は、原子炉圧力の変化から、この時

点でも一部の SRV では逃がし弁用アキュムレータに空気残圧があり、また HPCI の補機系

を停止したことで（少なくとも 1 系統の）直流電圧の容量に余裕ができたことで、SRV が

逃がし弁モードで作動した可能性があるとしている(47)（添付 3-4-3~7）。たしかに、チャー

トの記録によれば、この間の原子炉圧力は安全弁モードの設定圧に到達していない。JNES
の検討(50)では、RCIC 及び HPCI の長時間運転による圧力抑制プール水温の成層化の可能性

を指摘している。また、JNES の評価(51)によれば、平均水温は 140℃を超えている。

2，3 号機において起こったような圧力抑制プールが高温となった条件で SRV が作動し

た事例や実機での試験例はおそらく存在しない。なお、RCIC や HPCI の運転についても同

様である。（なお、福島第二発電所の１～4 号機においても 3 月 12 日の早朝に圧力抑制プ

ール温度が 100℃を超え、この後も原子炉の減圧のために SRV が断続的に手動起動されて

いる(52)。）

これらの、1 号機と他号機との間の相違（SRV 作動モードの相違、プール温度による SRV

57 東電事故調最終報告書別紙 2 p.123 によれば、「（当時）中央制御室の表示灯の電源がなく、

表示灯によって SRV の動作状況を確認することができない状態であったが、後述する原子

炉圧力容器頂部の弁の空気供給ライン操作のため現場に向かった運転員が、原子炉建屋内で

SRV の動作音を確認している。」
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排気の凝縮安定性の相違、制御室内の状況の相違等）が、1 号機の SRV 作動に関する運転

員の記憶に影響したかもしれない。推論ではあるが、1 号機では SRV の開閉の回数が少な

く、蒸気の凝縮も相対的に円滑であったと考えられる。なお、1 号機の山側には仮設の地

震計が設置されており(2)、あるいは SRV 作動時の振動が捉えられているかもしれない。

9. 今後の検討課題並びに事故分析の進め方

本検討を通して、新たに調査・分析すべき課題がいくつか明らかとなった。ここでは、

それらを整理する。また、今後の事故分析の進め方についての提言を記す。

(1) 原子炉スクラムに適用した手順書の妥当性に関する検討：1-3 号機においてスクラム直

後に適用した手順は、いずれも事象ベースの事故時運転操作手順書の 1 つである「原

子炉スクラム(B)主蒸気隔離弁閉の場合」であり58、手順通りに対応した旨の見解を示

している(53-55)。福島第一原子力発電所では、事象ベースの手順書として「大規模地震

が発生した場合（自動スクラムした場合）」及び「大規模地震が発生した場合（外部電

源喪失の場合）」なる手順書が用意されている。また、徴候ベースの事故時運転操作手

順書が策定されており、その導入条件の 1 つとして「原子炉スクラム」が設定されて

いる。このように、今回の地震スクラム事象の発生時において、適用可能と考えられ

る手順書が複数用意されていたにも拘らず 1-3 号機においてこれらの手順書の適用が

検討された形跡はない。一方、福島第二原子力発電所では外部電源が 1 回線残ってお

り、初期の状況は福島第一原子力発電所に比べると厳しいものではなかったはずであ

るが、地震直後から徴候ベース手順書を適用している。従って、1-3 号機で徴候ベース

手順書や「大規模地震が発生した場合（自動スクラムした場合）」の手順書を適用しな

かった理由について分析を行い、事象ベース手順書と徴候ベース手順書の適用基準に

ついて改めて検討する必要があると考える。また、地震による影響を受けた女川、東

海第二で適用した手順書についても調査を行い、適用にあたっての考え方を比較検討

する必要がある。

(2) IC の作動設定値変更に関する検討：2009 年の事象（タービンバイパス弁の故障に伴う

SRV の作動）を受けて 2010 年 7 月の定期点検時において原子炉圧力高スクラム設定値

が変更され（7.27 MPa → 7.07 MPa）、併せて IC の作動設定値が 7.27 MPa から 7.13 MPa
に、また、SRV の手動制御範囲も 6.37～7.26 MPa から 6.27 MPa～7.06 MPa に変更され

たが、これらの変更にあたってどのような検討がなされたかが明確にされていない。

また、これら変更の際に当時の規制機関であった原子力安全・保安院がどのような対

応を取ったのかについても不明である。これらの変更は、手順書において数値自体の

改訂はなされたものの、操作手順に反映されていない。特に、IC の作動設定値の変更

58 東電事故調最終報告書において、2，3 号機では、地震発生直後から全交流電源喪失までの

間に対して「外部電源喪失による原子炉隔離時（主蒸気隔離弁閉時）対応手順書に従い」と

明記している（2 号機：p.87、3 号機：p.89）が、1 号機については、単に「手順書に従って」

としか記載されていない。しかしながら、「事故時運転操作手順書の適用状況について」（文

献(52-54)）においては、1-3 号機全てに対し事象の進展に照らして事故時運転操作手順書を

選定し（具体的には「原子炉スクラム事故(B)主蒸気隔離弁閉」）、手順書と実際の操作の適

用状況の確認を行ったとしている。
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は原子炉スクラムから全電源喪失までに間のプラント挙動に大きな影響を及ぼすとと

もに、設置許可申請書の安全解析における前提条件が変わることも意味するため、よ

り慎重な検討がなされ変更の事実とその影響が関係者に周知されるべきであったと考

える。ICを有する敦賀-1号機や国外プラントとの比較検討も含め、規制上の観点から
これらに関する今後の調査分析を行う必要がある。

(3) ICを手動停止した理由の妥当性に関する検討：原子炉圧力の低下が速く、操作手順書
で定める原子炉冷却材温度降下率 55℃/hを遵守できないと判断し、戻り配管隔離弁(3A
弁、3B弁)を一旦「全閉」として ICを停止し、この操作について手順書通りであり問
題はないとしている。しかし、今回の事故のように設計基準を超える地震によって原

子炉がスクラムし外部電源も喪失するといった事態は稀有な事象であり、こうした事

象時に通常の停止操作における制限を遵守することの必要性・妥当性について改めて

検討を行うべきである。また、手順の適用基準（あるいは適用にあたっての考え方）

を他プラントも含めて調査すべきである。なお、ICの作動設定値を下げたことにより
ICの使用頻度（自動作動する頻度）は従来よりも高くなったはずであるが、ICの作動
により厳しい温度過渡が生じることが十分に認識されていたとは考えにくい。ICは安
全設備には属しておらず 2 系列の自動起動が必ずしも求められていないこと、また、
SRVによる減圧も可能であることから、作動設定値を系列ごとに変えるか、手動起動
を基本操作とするといった手順も検討すべきであったものと考える。

(4) 原子炉圧力を 6-7 MPaに維持する操作に関する検討：津波到達までの間、最終的な冷
温停止に向けて原子炉冷却材温度変化率 55℃/h以下という運転上の制限を遵守しなが
ら徐々に原子炉圧力を低下させていこうとしたことについて、東電事故調はもとより、

政府事故調、保安院報告書ともに、この対応に問題はなかった旨の見解を示している。

しかしながら、今回の事故のように地震により原子炉がスクラムし外部電源が喪失す

るといった事態においては、ICを用いて原子炉圧力を 6-7 MPa程度に制御するのでは
なく、地震による原子炉施設への影響を調べることを重視し、速やかに冷態停止に移

行する手順を取るべきであったものと考える。従って、規制委員会は、可能であれば

海外における対応操作手順の調査を行い、国内の事業者と当該手順対応の妥当性に関

して十分な議論を行うべきである。

(5) IC の運転訓練の実態に関する検討：1 号機において少なくとも 20 年間にわたって IC
の実作動はなく、また、敦賀 1号機のようなシミュレータ訓練が行われた形跡もない。
ICは、安全設備には属していないものの、手順書においてはプラントの過渡時にその
作動を期待していることから、福島第一原子力発電所においてこれまでにどのような

訓練が行われてきたか、IC 作動設定値変更を訓練においてどのように取り入れたか、
また、訓練に用いた手順書がどんなものであったか等に関して調査分析を行う必要が

ある。さらに、過渡変化時にその機能を期待する系統について使用経験もなく十分な

教育訓練も行われることなく原子炉の運転が行われていたこと（即ち、長年にわたっ

てセーフティカルチャが欠如していたこと）に注目し、他プラントにおいてこうした

状況がないことを確認すべきである。

(6) 圧力抑制プール冷却の手動起動に関する検討：1 号機では、SRV の作動に伴う S/C の
水温上昇に備えて格納容器冷却系を起動しているが、ICによる原子炉圧力制御を行っ
ている限りにおいて、SRVは作動しないはずであり、ICによる原子炉圧力制御と格納
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容器冷却系の起動との間に整合性が取れていない。一方、2 号機では、SRV と RCIC
が実際に作動し S/C の水温上昇が認められたために残留熱除去系(residual heat removal:
RHR)を起動し S/C 冷却を行ったが、3 号機では 2 号機と同様の状況にあったにも拘ら

ず津波の襲来を懸念して RHR を起動していない。2 号機の対応は手順通りであると理

解できるが、1 号機での操作が手順通りであるとは考えにくい。また、3 号機での対応

も手順通りか否かが不明である。このように、S/C の状況に応じた冷却機能の起動に

関しては 1,2,3 号機それぞれ異なる対応を取ったものと見なすことができる。従って、

同じ操作に対して異なる対応を取ったことを手順上どのように見なすべきか（例えば、

現場の裁量に委ねる条件59をどの程度明確にすべきか）について検討する必要があると

考える。

(7) 外部電源喪失を伴う原子炉停止後の原子炉冷却材漏えい検出手段と能力に関する検

討：BWR においては、ドライウェルクーラーの作動を前提として、原子炉運転中の冷

却材漏えいの検出手段を用意している。しかし、福島事故のように、大規模地震によ

り原子炉スクラムと外部電源喪失が起こった場合において、原子炉冷却材漏えいの検

知手段は必ずしも十分なものとなっていない。大規模地震により原子炉がスクラムし

た場合に、地震による原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を確認することができる

よう、原子炉停止時及び外部電源喪失時における冷却材漏えい検出手段に対して規制

要求を見直すべきか否かを含め、漏えい検知手段とその能力に関する要求について検

討する必要がある。

(8) 記録、データ、公表資料のアーカイブ化：東電が公表した資料は、同社のウェブサイ

トの他、規制委員会（旧保安院）及び新潟県のウェブサイトに掲載されており、全て

が 1 か所にまとめられておらず情報の散逸が懸念される。また、必要な資料を探すの

が極めて面倒な状態となっている。従って、今後の調査分析に係る負担を軽減するた

めに、少なくとも、東電は、当時の規制機関である保安院、規制委員会、新潟県に提

出した資料、及び、同社のプレスリリースなどで公表した資料を 1 つのポータルサイ

トにおいて管理すべきである。さらに、規制委員会も東電から提出された資料及び自

らが公表した資料を含めて情報のアーカイブ化を図るべきである。

(9) 課題及び潜在的課題の管理・追跡システムの構築：事故分析によって得られた知見を

規制の継続的改善に結びつけるためには、断片的な情報や知見、問題意識や疑問など

を、適切に記録・保存し、相互に関連付け、異なる専門分野間・職域間で共有し、継

続的な追跡を可能とする仕組みの構築が必要である（これは、事故分析に限らず、規

制機関の活動全般において不可欠である）。上記のアーカイブも、このような用途に適

するように設計、維持される必要がある。

(10)教訓・知見の反映状況を追跡するためのシステムの構築：本報告書における検討は国

会事故調による指摘を出発点としているが、これらの指摘に応えるためには詳細設計

や運転手順に立ち入る必要があり、これらの多くは従来の規制の対象の範囲を超えて

いた。一般論として、原子力施設の事故やトラブルに際して、その原因や影響因子が

59 東電の「手順書の適用状況」において、「運転員には、手順書の閲覧なしでも事故時の初期

対応操作ができるよう訓練を実施している」、「手順書に記載のない事象やプラント状況に応

じて臨機応変な対応が求められることから、手順書の記載通りの操作を行うというものでは

ない」と記されており、ある程度は現場の裁量に委ねられているものと理解できる。 
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規制の対象の範囲外にあり、その結果として規制側が十分な知識を持ち合わせていな

いことは珍しくない。このような場合、規制機関としては、安全に関わりを持ち得る

因子が規制対象範囲外にあることと、それに関する知識不足について、どのように対

処するか判断が必要となる。前者については、必要に応じて規制対象を拡大する場合

を除き、事業者への周知と自主的対応の奨励が考えられる。この際、様々な教訓や知

見、それに対する対応について、相互の関連が把握でき、規制側が対応状況を継続的

に監視できることが必要であり、規制側の知識レベルの向上にも役立つであろう。例

えば、米国における是正措置プログラム(corrective action program: CAP)のような仕組み

を構築することが考えられ、今般の事故調査によって得られた教訓、知見の中で、規

制への反映にいたらないものについても、少なくとも当分の間、このような仕組みの

中で扱うことが考えられる。

10.  結言

本報告書では、福島第一原子力発電所 1 号機において地震による冷却材漏えいが発生し、

これが炉心損傷の発生に影響した可能性について、これまで東電や規制機関により行われ

た設備の目視確認結果や地震応答解析の結果、プラントパラメータの記録や再現解析の結

果等を基に検討した。その結果、以下のように総括することができる。

地震によって冷却材の漏えいが発生したという事実は確認されていない。地震による冷

却材漏えいの可能性に関する指摘の内容は、漏えい発生の蓋然性に関するものや、漏えい

発生の徴候であり得るとされたもの、証言等に基づくものであって、その後の東電や規制

機関の検討によって反論され又は漏えいとの関連が否定されている。本報告書においても、

東電や規制機関による結論は基本的に妥当であると考える。

ただし、地震によって極く小規模の原子炉冷却材が漏えいした可能性については否定す

るだけのエビデンスは存在しない。また、外部電源喪失によって冷却材漏えいの検出能力

は影響を受けた。しかしながら、格納容器内及び格納容器外の漏えいの可能性を考慮し、

漏えい検出能力を保守的に低く見積もっても、検出レベル以下の漏えいが 1 号機の炉心損

傷の原因となり得るものでないことは明らかである。1 号機で起こったような全電源喪失

事故においては、崩壊熱によって短時間のうちに原子炉が加圧され、SRV が自動的に開く

ことによって小破断 LOCA に類似した状態になる。このときの SRV 流量は、本報告書で

保守的に見積もった漏えい検出限界の少なくとも数倍以上であるので、たとえこの検出限

界以下の漏えいが発生していたとしても事故進展への影響は小さく、従って、1 号機にお

ける炉心損傷との関連性はないものと結論付ける。

また、本報告書では、この検討の過程で明らかとなったさまざまな問題について、本文や

脚注において随時触れた。そこでは、地震による冷却材漏えいや炉心損傷の原因に関わる

事項に限定せず、従来の事故調査において掘り下げが十分でなく、今後の原子炉の安全確

保や規制活動の継続的改善において参考となる可能性のある事項について言及している。

さらに、これらを踏まえ、今後の事故分析における具体的な検討課題並びに事故分析の進

め方に関する提言をとりまとめた。これらの課題については、関係機関により適宜調査・

分析・議論がなされることを期待する。
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付録 1 国会事故調が事故原因との関連で規制当局や東電による実証的な調査、

検証が必要であるとする地震関連の 6 項目

 以下は、国会事故調報告書の P.207-208 の記載を転記したものである。

1) スクラム（原子炉緊急停止）の約 30 秒後に激しい揺れが襲い、50 秒以上揺れが続い

た。したがって「止める」機能が働いたからといって原子力発電所が地震動で無事だ

ったとはいえない。基準地震動に対するバックチェックと耐震補強がほとんど未了で

あった事実と考え合わせると、本地震の地震動は安全上重要な設備を損傷させるだけ

の力を持っていたと判断される。

2) 本地震発生直後に大規模な「冷却材喪失事故」(LOCA)が起きていないことは、津波襲

来までの原子炉の圧力、水位の変化から明白である。しかし、保安院が取りまとめた

「技術的知見について」で独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES)が公表しているよ

うに、配管の微小な貫通亀裂から冷却材が噴出する小規模の LOCA の場合、原子炉の

圧力、水位の変化は、亀裂がない場合とほとんど変わらない。このような小規模の

LOCA でも 10 時間ほど放置すると数十 t の冷却材が喪失し、炉心損傷や炉心溶融に至

る可能性がある。

3) 事故の進展を決定的に悪化させた非常用交流電源の喪失について、東電の中間報告書

はもちろん、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）

の中間報告書、保安院の「技術的知見について」など全てが「津波による浸水が原因」

とし、津波第 1 波は 15 時 27 分ごろ、第 2 波は 15 時 35 分ごろとしている。しかしこ

れらの時刻は、沖合 1.5 km に設置された波高計の記録上の第 1 波、第 2 波の時刻であ

り、原子力発電所への到着時刻ではない。そうすると、少なくとも 1 号機 A 系の非常

用交流電源喪失は、津波によるものではない可能性があることが判明した。全交流電

源喪失は津波による浸水と断定する前に、このような基本的な疑問に対する筋の通っ

た説明が必要である。

4) 地震発生時、1 号機原子炉建屋 4 階で作業していた東電の協力企業社員数人が、地震

直後に同階で起きた出水を目撃していた。この 4 階には非常用復水器(IC)の大型タン

ク 2 基が設置され、IC 配管等が取り回されている。当委員会は、出水が 5 階の使用済

み燃料貯蔵プールの地震時のスロッシングによる溢水でないことをほぼ断定してい

るが、現場調査ができないため、出水元は不明である。

5) 1 号機の IC（A, B 2 系統）は、14 時 52 分に自動起動したが、自動起動からわずか 11
分後、1 号機の運転員は IC を 2 系統とも手動で停止した。この手動停止に関して、東

電は一貫して、「操作手順書で定める原子炉冷却材温度変化率 55℃/h を順守できない

と判断」したからと説明してきた。また政府事故調の報告書にも政府の IAEA への報

告書にもそのように記された。しかし IC の手動停止に関わった複数の運転員から、

原子炉圧力の降下が速いので IC 系配管や他の配管から冷却材が漏れていないかどう

かを確認するため IC を止めた、との説明を得た。運転員の説明は合理的で判断は適

切であるのに対して、東電の説明は合理性に欠いていると考えられる。

6) 1 号機の逃がし安全弁（SR 弁）に関しては、事故時、必要なときにそれが実際に作動
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したことを裏づける弁開閉記録が存在しない（2，3 号機には存在する）。さらに、2
号機の場合は、中央制御室や現場で SR 弁の作動音が頻繁に聞こえたが、1 号機の運転

員の中に 1 号機の SR 弁の作動音を耳にしたものは一人もいないことも分かった。以

上から、実は 1 号機の SR 弁は作動しなかったのではないかという疑いが生まれる。

もしそうであれば、1 号機では地震動による小規模の LOCA が起きていた可能性があ

る。
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国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ 1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 sA
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン AsC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ ジ ベ ル dB    

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。

（第8版，2006年改訂）




